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雪国の暮らしを支える除雪作業

安全で快適な住みよいまちづくり

【政策５】
　暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを
進めます《建設交通》

基本目標

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

 
施策５－１ 雪国の快適な暮らしの実現 

所管：建設課・建築住宅課 

道路等のインフラ施設においては、冬期間の歩行者や車の安全な通行が確保され、市民

生活においても、市民と行政の協働等により安全で快適な生活環境が実現されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

2.取り組み方針 

雪対策については限られた財源の中で効率を重視するとともに、総合雪対策基本計画

に基づき市民の安全で快適な冬季間のくらしを実現するための各種施策を展開します。

また、市民との協働の視点に留意し、行政のみでは解決できない課題の解決に取り組

みます。

3.現状と課題 

● 雪害対策の実施、交通網の整備等により、雪国における生活は、以前に比べ向上し

てきています。しかし、屋根の雪下ろしや住宅周りの除雪作業に加え、道路除雪作業

後の排雪など今なお市民生活への負担があり、少子高齢化や核家族化がその負担をよ

り増幅させています。

● 昨今は豪雪の傾向が続き、雪国である横手市においても大きな脅威となりました。

除雪作業に伴う労力負担はもとより、雪下ろし作業中の事故の発生など、市民生活に

深刻な打撃を与えるとともに、安全な交通確保のための道路除排雪に関して莫大な経

費を要しています。

● 冬期間の市民の安全を確保するための道路環境の整備や、雪処理の負担の少ない克

雪住宅の普及などを計画的に実施することにより、冬季間、豪雪時にも安心して快適

に暮らすことのできる環境や体制の構築が求められています。
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横手市総合雪対策基本計画、横手市除雪基本計画、横手市財産経営推進計画 

1. 除雪費 
2. 雪よせや落雪などに関する雪国の生活マナーの啓発 
3. 除雪機械購入（計画的な更新） 
4. 克雪施設（流雪溝・消雪パイプ・消融雪溝等）の適正な管理 
5. 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業 
6. 町内会等除雪活動への支援 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①雪対策の推進 １） 道路除排雪のさらなる効率化を図りつつ、安全で暮らしやすい

雪みちを確保します。 

２） 地域との協働による除排雪の取り組みを進めるとともに、流雪

溝使用時など雪国マナー徹底のための啓発に努めます。 

３） 安全で快適な雪国生活を送ることができるよう、雪おろしなどの

負担が少ない住環境整備の支援を進めます。 

４） 安全な雪国生活を送るために、雪を前提としたインフラ整備を

進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、除雪マナーを守り、共助による雪下ろし、除雪を推進します。

●事業者は、地域との協働による除排雪の取り組みを進めます。

●事業者は、雪おろしなどの負担が少ない住環境整備を推進します。

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27直近値） 

前期目標値 

（H32） 

まちづくり 

指標 

「市の雪対策（道路除排雪事業）」に対

する市民満足度 
22.3％ 増加している 

サブ指標 

道路除雪に関する１早朝出動日あたり

の苦情件数 
3件 0件 

除雪活動団体の数 325団体 345団体 

 
7.部門別計画 

 

施策実現のための主要事業等 
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

             
施策５－２ 快適な移動空間の実現 

主管課：建設課・都市計画課 

 誰もが安全に通行できる道路環境が整備され、また、広域交通網とのアクセス環境が向

上して市内全域が高速交通体系の利益を享受できています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

 

 

 

 

2.取り組み方針 

道路・橋梁などのインフラ資産については、安全な交通を確保するためにも定期点検

を実施し施設の状況把握を行いながら適正な維持修繕や施設の更新を計画的に実施し

ます。 

今後到来する厳しい財政状況においても維持修繕に重点を置きながらも新規道路整

備やスマートインターチェンジなどの交通体系整備を計画的に実施します。 

 

3.現状と課題 

● 円滑で安全な道路交通の確保と利便性向上のため、道路の新設・改良・維持修繕等

の整備を実施しています。しかし、高度経済成長期に整備された道路や橋梁などの道

路施設が更新時期を迎え、定期点検による適正な維持管理や安全確保が急務となって

おり、交通の安全を確保するためにも適正な施設の点検や管理に基づく長寿命化が求

められています。 

 

● 厳しい財政事情のなかでも、路側帯等の白線塗装やガードレールなど、生活に密着

した道路施設の日常的な維持管理や施設更新を計画的に実施し、市民の安全を確保す

ることが求められています。 

 

● 市勢発展には、幹線道路の整備による交通ネットワークの強化が重要であり、幹線

道路の整備を推進するとともに、国道や県道等の整備促進を要望する活動が引き続き

必要です。特に市北西部地域における物流環境の向上による地域経済の活性化や、県

内外からの観光客の利便性を図ることによる観光振興を目指し、スマートインター 

チェンジの設置が必要です。 
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1. 道路や橋りょうの維持管理 
（道路・橋りょう・道路附属物等の計画的な維持と延命化） 

2. 街路灯・防犯灯管理費 
3. 道路新設改良事業（くらしのみちづくり事業 他） 
4. 社会資本総合整備事業（橋梁の維持補修整備と定期点検（義務））の実施 
5. スマートインターチェンジ設置事業 
6. 街路事業（中央線） 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①道路・橋りょう等の

適正な維持管理と

長寿命化 

１）安全で快適な道路環境を確保するため、陥没等の損傷の修理

や除草など日常的な維持管理を徹底しつつ、メンテナンスサイク

ルの構築を進めて、計画的な維持管理と長寿命化を図ります。 

２）街路灯・防犯灯の適正な維持管理を進め、市民の安全安心を

守ります。 

②主要幹線道路の整

備促進 

１）市の基幹的な道路である都市計画道路（街路）等の計画的な整

備を進めます。 

２）広域的な交通ネットワークの構築と安全な交通環境の確保を目

指し、国道や県道等の整備に関する要望活動を強化します。 

③生活道路や歩道等

の整備 

３）市民生活に密着した市道や歩道等、生活道路の計画的な整備

と改良を進めます。 

④高速交通道路の整

備促進 

４）市の産業振興や観光振興などによる交流人口の増大を図り地

域活性化につなげるため、秋田自動車道の利便性を向上させる

スマートインターチェンジの早期完成を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、道路の損傷等があった場合は、その情報を市へ伝え、事故防止と快適な道路環

境に協力します。 

●事業者は、企業活動を通じて、道路の損傷等があった場合は、その情報を市へ伝え、事

故防止と快適な道路環境に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

施策実現のための主要事業等 
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横手市都市計画マスタープラン、横手市総合交通戦略、横手市橋りょう長寿命化 
計画 
横手市財産経営推進計画 

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27直近値） 

前期目標値

（H32） 

まちづくり 

指標 
「道路網の整備」に対する市民満足度 25.8％ 増加している 

サブ指標 

道路維持管理の瑕疵により発生した事

故に関する損害賠償件数 
6件 0件 

１日あたりの横手北スマートインターチェ

ンジ利用台数 
― 970台／日 

道路改良率 （幹線市道） 97.66％ 97.76％ 

橋りょう点検の実施率 0％ 100％ 

 
7.部門別計画 

 
 

中央線街路
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

 
施策５－３ 市民が利用しやすい公共交通の充実 

所管：地域づくり支援課 

市民が日常生活を営む上で支障なく移動手段が確保されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

2.取り組み方針 

地域住民や行政、交通事業者などの多様な関係者が協働・連携しながら、地域ぐるみ

による利用促進を図り、高齢化に対応したモビリティの確保や将来にわたって持続可能

な公共交通システムの構築を目指します。

3.現状と課題 

● 自家用車の普及などの要因により、公共交通の利用者の減少傾向が続いており、不

採算バス路線の廃止や減便が進み、交通空白や不便な地域が拡大しています。

● 公共交通利用者減少の一方で、少子高齢化を背景として高齢者を中心に、通院や買

い物などのための公共交通手段の確保が求められています。

● 地域と協働してバス路線の維持を図るとともに、市内循環バスやデマンド型乗合タ

クシー（デマンド交通）など、地域の実情にあった公共交通の確保に努める必要があ

ります。

● 新幹線の接続は、ＪＲ大曲駅とＪＲ北上駅からとなっており、乗継・接続時刻など

に不便をきたしています。山形新幹線の大曲延伸は、地域経済の活性化や交流人口の

拡大、地域住民の利便性の向上につながるものであり、今後も関係団体等と連携しな

がら運動を展開していく必要があります。

公共交通等の利用者数

横手駅平均乗車人員 人／日（ ） 人／日（ ）

路線バス利用者数 人 人

代替交通利用者数 人 人

コミュニティバス利用者数 人 人

第
２
編  

基
本
計
画

施
策
５—

３



105

1. 生活バス路線運行費補助事業 
2. 地域公共交通活性化事業 
3. 代替運行事業 
4. 鉄道整備関係事業 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①公共交通機関の維

持・確保 

１） 公共交通の利便性を高め、市民のニーズと実情に応じた横手

市にふさわしい公共交通の構築を図り、高齢者が気軽に買い物

に出かけられるようにするため、デマンド交通、循環バス等のさら

なる利用促進を図ります。 

２） 市民の足として重要な役割を果たしているバス交通について

は、事業者や関係団体等と連携し、運行維持のための支援を行

います。 

３） 山形新幹線延伸のため、近隣市町村と連携した運動を強化し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、公共交通を積極的に利用します。

●事業者は、市民へ公共交通の利便性をＰＲするとともに、市民が利用しやすいようサー

ビスの向上に努めます。

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27直近値） 

前期目標値

（H32） 

まちづくり 

指標 

「公共交通機関の利便性の向上」に対

する市民満足度 
25.1％ 増加している 

 民間路線バスの年間利用者数 726,924人 700,000人 

サブ指標 循環バスの年間利用人数 27,952人 41,500人 

 
デマンド交通の年間利用人数 42,104人 48,200人 

 
 
 
 

施策実現のための主要事業等 

第
２
編  

基
本
計
画

施
策
５—

３



106

地域公共交通網形成計画、生活交通ネットワーク計画 

7.部門別計画 

 
 
 
 
 
 
 
 

市内循環バス 各社デマンド型乗合タクシー（デマンド交通） 

 

 

 

○モビリティ 
動きやすさ、移動性、機動性。交通分野では、人が社会的活動のために交通（空間的移動）

をする能力を指します。 

用語解説 
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

 

施策５－４ 地域拠点整備による市街地の活性化 

所管：都市計画課・建築住宅課 

条例等に基づく指導や誘導、土地区画整理事業などにより、適正な土地利用と良好な生

活空間が確保されるとともに、地域の資源を活かしたまちづくりが進められ、賑わいや地域の

活力が創出されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

2.取り組み方針 

人口減少社会の進展を見据え、コンパクトシティや小さな拠点という考え方にもと

づき、宅地造成などの開発行為の適正な指導や誘導を図ります。また、本市の代表的

な地域資源である「増田の町並み」を活かしたまちづくりを推進するため、町並みの

環境整備を行うとともに、景観計画や屋外広告物条例に基づいた景観行政の着実な推

進を図ります。

3.現状と課題 

● 快適な住環境、安全で良好な生活空間の構築、市街地の活性化などを目指して、本

市では、これまで横手駅周辺地区都市再生整備事業をはじめ、土地区画整理事業、特

定用途制限地域の決定、都市計画道路の廃止を含めた見直しなどを行ってきました。

● 少子高齢化などを起因とした人口減少社会には、市街地（住宅地）が拡散し、中心

市街地の密度が漸減していく状態から脱却し、生活に必要な施設が歩行圏内（または

移動容易圏内）で収まるような、コンパクトシティの実現に向けた取り組みが必要で

す。

● 宅地造成などの開発行為は、地価の関係もあり、用途地域外、特定用途制限地域の

田園居住型などにも見られる状況となっており、適正な指導や誘導の必要があります。

● 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「増田の町並み」は、全国的に

大変注目されており、内蔵の見学等を目的として多くの観光客が増田地域に訪れてい

ます。こうした地域資源を保存し、まちづくりに生かす取り組みが求められておりま

す。
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1. 増田地区街なみ環境整備事業 
2. 増田地区と十文字地区の連携によるまちづくりの推進 
3. 三枚橋地区土地区画整理事業の着実な推進 
4. 景観・屋外広告物対策事業 

横手都市計画区域マスタープラン（県策定）、横手市都市計画マスタープラン、 
横手市景観計画 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①計画的な土地利用

の推進 

１）  無秩序な市街地の拡大を抑制し、市街地の活性化のため、コ

ンパクトなまちづくりを推進し、まちなか回帰を図ります。 

②地域資源を活かし

たまちづくり 

１）  ８地域の拠点が相互連携した効率的な都市構造の形成を図

ります。 

２）  「増田の町並み」に代表される歴史的資源や景観資源を活か

したまちづくりをするため、地域の活力や交流人口の増加を生み

出す新たなまちづくりを進めます。 

③美しい景観の保全 １）  豊かな自然や伝統的な町並みなど、大切な横手の景観を積

極的に保全します。 

④土地区画整理事業

の推進 

１）  土地区画整理事業を着実に推進し、安全で快適な街の整備

を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、美化活動や景観への配慮、計画的な土地利用の推進に協力します。

●事業者は、景観計画や屋外報告物条例を理解、遵守し、地域資源を活かしたまちづくり

に協力します。

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27） 

前期目標値

（H32） 

まちづくり 

指標 

「各拠点地区の整備」に対する市民満足

度 
19.9％ 増加している 

サブ指標 

増田エリア内の観光客数 210,000人 360,000人 

三枚橋地区土地区画整理事業の進捗率 83.4％ 100％ 

 
7.部門別計画 

 
 

施策実現のための主要事業等 
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

             
施策５－５ 安全で安定した水道水の供給と生活排水の適正処理 

所管：経営管理課・水道課・下水道課 

安全で良質な水道水を必要な量、いつでも、どこでも、誰でも使っています。 

生活排水等が適切に処理されて、衛生的で快適な生活環境と、良好な水環境が維持さ

れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

 

 

 

 

 

 

2.取り組みの方針 

【上水道】 

健全な水道経営を目指し、安全で良質な水道水を安定供給するため、水質の監視及び

計画的な老朽管の更新と耐震化を図ります。 

【下水道】 

効率的かつ持続可能な生活排水処理事業の推進と、水洗化の向上を図ります。 

 

3.現状と課題 

● 水道は、生活を営む上で欠かすことのできない重要なライフラインであり、昭和２９

年に給水開始して以来、拡張事業を経て安定供給を行ってきました。しかし、近年、老

朽施設の顕在化や水道を取り巻く環境の大きな変化により、老朽化対策のほか、施設の

再編や耐震化が求められています。 

 

● 多くの浄配水施設や膨大な延長の管路を整備するには多額の費用が必要となりま

すが、水需要の減少による収入減などにより財政的に厳しい状況にあります。限られ

た財源を有効に活用するため、優先順位を定めて事業の推進計画を策定し、リスクマ

ネジメントを行いながら健全化を図る必要があります。 

 

● 快適な生活環境の構築には生活排水の適切な処理が不可欠です。それぞれの地区の

実状に応じた効率的な排水処理事業を推進するとともに、既整備地区における水洗化

率の向上を図ります。 
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【上水道】 
1. 管路更新・耐震化の推進 
2. 緊急時給水拠点確保の管路整備 
3. 簡易水道の統合（未普及地解消含む） 
4. 水源開発施設整備 
5. 管路情報システムの継続的更新 

【下水道】 
1. 生活排水処理構想の策定と事業実施 
2. 未普及地域における公共下水道事業の推進 
3. 浄化槽設置整備事業等生活排水処理の推進 
4. 農業集落排水施設等の計画的な統合・接続 
5. 災害時業務継続計画（BCP）及びストックマネジメント計画の策定 

  
 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①老朽管路の計画的

な更新と耐震化 

１）老朽化した管路の計画的な更新を進めるとともに、災害に備え耐

震化を推進します。 

②安全で安定的な水

道水の供給 

1）安定した給水に必要な水源の確保とともに、水質監視及び水質

のリスク管理の徹底により、安全で良質な水道水の供給を推進し

ます。 

③健全な水道経営の

推進 

1）水需要に対応した施設の再編を行い健全な水道経営を目指しま

す。 

④下水道事業の推進 1）快適な生活環境と水環境保全のため、公共下水道の整備や合

併処理浄化槽の普及促進を図り、水洗化率の向上を目指しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策実現のための主要事業等 

ＪＷ－AMＳ：Japan Waterworks －Asset Management System
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H19末 103,692 66,643 45,374 37,049 21,269 45,374
H20末 102,322 67,676 47,302 34,646 20,374 47,302
H21末 101,340 68,643 48,983 32,697 19,660 48,983
H22末 100,253 69,265 50,296 30,988 18,969 50,296
H23末 99,267 69,799 51,277 29,468 18,522 51,277
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【上水道】水道事業ビジョン、水道事業計画、管路更新・耐震化計画、水安全計画、 
管網高度化計画                                                                                                                                                                                                   

【下水道】下水道中長期ビジョン、生活排水処理構想（中期計画・長期計画）、 
公共下水道事業計画、公共下水道長寿命化計画、 
農業集落排水最適化整備構想、循環型社会形成推進地域計画 

5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、水源を保全し、水道水の適切な使用を心がけるとともに、下水道への接続や合

併処理浄化槽設置などにより生活排水を適切に処理します。 

●事業者は、水源を保全し、水道水の有効な活用を心がけるとともに、事業所から発生す

る汚水等が直接、排水路等に流れないよう措置を講じます。 

 

 

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27） 

前期目標値

（H32） 

まちづくり 

指標 

「上水道の整備」に対する市民満足度 35.4％ 増加している 

「下水道等の整備」に対する市民満足度 28.7％ 増加している 

サブ指標 

水道水がおいしく飲める水質の達成率 90.0％ 92％ 

水道配水管等の事故件数 25件 21件 

水洗化率 76.4％ 84％ 

水洗化人口 54,029人 59,663人 

 
7.部門別計画 
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【政策５】 

暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます 

 

所管：建設部・まちづくり推進部・上下水道部                

 

施策５－６ 市民がくつろげる公共空間の整備 

所管：都市計画課・建設課 

多くの市民が、憩いの場や遊び場として公園や緑地を利用し、市民との協働により管理が

行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.目指す将来の姿 

2.取り組み方針 

安全で快適に利用できるよう適切な維持管理を進め、市民の声を反映した公園整備を

目指します。

3.現状と課題 

● 本市には、人々に親しまれ、環境資源として期待される公園が整備されており、そ

のうち、都市公園は４８ヵ所あり、供用面積は１７８ヘクタールとなっています。

● 公園や緑地は、市民の憩いの場やふれあいの場のみならず、災害時の一時避難場所

や観光資源という側面もあるため、安全で快適に利用できるよう適切な維持管理が必

要となります。そのため、老朽化の進んだ施設については計画的な整備を図りながら、

多くの方々に愛されるよう魅力の向上に努めることが必要です。

● また、身近な公園や緑地も数多くあり、その維持管理も市直営のほか、農村公園は

町内会などの地域団体を受託者とする指定管理者制度を導入したり、一部の公園では

「公園愛護会」・「公共施設市民サポーター」が行うなど市民との協働が進んでいます。

● 本市には、７か所の墓園があり、約３，２００か所の区画が整備・供用されていま

す。世帯数の増加等により墓地の確保に対する要望は多く、一部の墓園では毎年抽選

で決定している状況も続いています。
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1． 公園施設長寿命化事業（施設のバリアフリー化含む） 
2． 公園遊具定期点検業務委託（国土交通省の指針） 
3． 都市公園整備事業 
4． 公共施設サポーター制度事業 
5． 前郷墓園整備事業 

市内都市公園施設の劣化判定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画課調べ 

4.施策の展開 

主な取り組み 

①公園・緑地の整備 １）横手公園の魅力向上のための整備をはじめ、公園施設の長寿命

化やバリアフリー化など、計画的に整備を進めます。 

②公園施設や遊具等

の適正な維持管理 

１）市民が安心して公園を利用できるよう、遊具等の定期的な点検を

強化するなど、公園施設の適正な維持補修を進めます。 

２）公共施設市民サポーターや町内会等地域団体と協働による公園

管理を引きつづき行い、市民や地域等と一体となった環境美化活

動を推進します。 

③墓園の整備 １）墓地の需要に合わせ、既存墓園の計画的な整備を進めます。 

5.私たち（市民・事業者）が協力できること 

●市民は、公園利用のマナーを守り、地域の公園の利用、手入れ等へ積極的に参加、協力

します。

●事業者は、自社敷地内の緑化に配慮し、周辺環境に配慮した維持管理を進めます。

施策実現のための主要事業等 

劣化なし

33%

軽微の劣化

あり

15%

重度の劣化

あり 43%

主要部材に

重度の劣化

9%

一般施設の劣化判定
劣化なし

1%

軽微の劣化あり

44%

重度の劣化あり

46%

主要部材に

重度の劣化

9%

遊具の劣化判定

市内都市公園施設の劣化判定状況

都市計画課調べ
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横手市公園施設長寿命化計画、横手公園魅力向上計画 

6.施策の成果指標 

 成果指標 
現状値 

（H27直近値） 

前期目標値

（H32） 

まちづくり 

指標 
「公園・緑地の整備」に対する市民満足度 21.7％ 増加している 

サブ指標 

公園・緑地・遊具・街路樹の維持管理に 

関する要望、苦情の件数 
56件 40件 

市民協働により管理する公園数 

（公園 101箇所中の協働管理数） 
50か所 60か所 

整備計画に対する市営墓地整備率 84.0％ 89.1％ 

 
7.部門別計画 

 
 
 

雄物川河川公園

第
２
編  

基
本
計
画

施
策
５—

６


